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◆「提出先選択」 

 

 

 

 

◆「宛先【長名】」 

 

 

 

 

◆不動産取得税の減額・課税標準の特例適用申告 

 

 

 

 

    （ウ） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出先は府税事務所所在地一覧を参考に、取得した不動産の所在地を担当する事務

所を選択してください。 

 

 

 

 （「提出先選択」で選択した）府税事務所長と入力してください。 

 

 

 

・申告・申請にあたっては、PCdesk Next（ﾋﾟｰｼｰﾃﾞｽｸ ﾈｸｽﾄ）での画面入力が必要です。 

・次の申告・申請を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府への電子申告・申請についての留意点（不動産取得税） 

 

PCdesk Next 画面表示 入力内容等の説明 
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※徴収猶予申告について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ①の申告・申請を行う場合は、実際に納税通知書が届いているかに関わらず、【Ｑ

１】において「新築住宅」を選択し、【Ｑ２】において「届いている」、【Ｑ３】に

おいて「まだ納付していない」、【Ｑ４】において「将来満たす予定」を選択して

ください。（PCdesk Nextの仕様上、上記選択を行わない場合は徴収猶予申告がで

きません。） 

※２ ⑤及び⑥の申告・申請を行う場合は、実際に納税通知書が届いているかに関わら

ず、【Ｑ１】において「中古住宅」を選択し、【Ｑ２】において「届いている」、【Ｑ

３】において「まだ納付していない」、【Ｑ４】において「将来満たす予定」を選

択してください。（PCdesk Nextの仕様上、上記選択を行わない場合は徴収猶予申

告ができません。） 

 

 

 

 

 

 

※Ｑ３で「まだ納付していない」を選択した場合に選択可能です。 

・軽減要件及び添付書類については各申告・申請の案内ページをご確認ください。 

 

 

 

 

・「納税通知書番号等」については、納税通知書等に記載の「徴収番号（９桁）」を入

力してください。 

PCdesk Next 画面表示 入力内容等の説明 

※⑤又は⑥の申告を行う場合は「中古住宅」を選択 
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・申告対象不動産の特定のため、土地に関する情報「所在・地番」欄、住宅に関する情

報「所在・地番」欄は必ず入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「徴収猶予に関する情報」のうち、「徴収猶予を申請する期間（から）」には 

「申告の日」を入力してください。 

 

 

 

・「徴収猶予に関する情報」のうち、「徴収猶予を申請する期間（まで）」には、申

請する徴収猶予の種類により、次のとおり入力してください。 

PCdesk Next 画面表示 入力内容等の説明 
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「住宅の完成予定年月日の２か月後の日（土地の取得から３年を超える場合は 

土地の取得から３年後に当たる日）」を入力してください。 

 

  「耐震基準適合既存住宅等を取得する日」を入力してください。 

 

 「大阪府税条例第42条の15の２第１項の耐震基準に適合する証明を受けよう 

とする年月日」または「居住の用に供する予定年月日」いずれか遅い日を入力し 

てください。 

 

※Ｑ３で「納付済」を選択した場合に選択可能です。 

・「還付申請」の場合は、「還付に関する情報」欄に誤りがないよう入力してください。 

 

 

 

・備考欄に上記申告・申請①～⑦のうちの該当する申告・申請名を入力してください。 

 

 

 

 

 

PCdesk Next 画面表示 入力内容等の説明 
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◆追加申告 

 

 

 

 

 

 

・資料を追加で送付する場合は、「申告内容照会」から該当の申告を選択し、「追加申

告する」ボタンからデータを送信してください。 

 ※元の申告との紐付けがされていない場合、案件の特定作業等により、手続きに時間

がかかることがあります。また、案件の特定作業が困難と判断した場合は、再度ご

提出いただくこともあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申告・申請の内容に不足や不備がある場合は、大阪府から確認の連絡等をさせていただくことがあります。 

PCdesk Next 画面表示 入力内容等の説明 


